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５ 物件調書 
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○ この調書は、事業への参加希望者が現地を確認する上での参考資料です。お申込みの前に、必ず現地を

ご確認ください。 

 

○ 最寄り駅からの距離は、駅から物件までの概ねの直線距離を表示しています。 

 

○ 道路幅員は、原則として現況の幅員を表示していますので、建物建築等に伴い必要となる道路後退等に

ついては、関係機関にご確認ください。 

 

○ 土地利用に必要な接道条件（幅員、連続性等）については、関係機関と十分協議してください。 

 

○ 各種供給処理施設（上・下水道、電気、ガス等）の利用にあたっては、各事業者と十分協議してください。 
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物件番号 事業用地名称 高槻津之江住宅用地 

交通機関 
ＪＲ京都線「高槻駅」から高槻市営バス「二十」下車 

北西へ約 500ｍ １ 
所 在 地 

高槻市津之江町三丁目 654番１、661番及び、661

番 5 

面 積 
登記簿 ： 18,841.66 ㎡ 

実 測  ： 18,841.66㎡ 
地 目 宅地 

【留意事項】 

１．地中には従前住宅の設備配管及び基礎（地中梁）等が残存している可能性があ

ります。残存物があった場合は、事業者の責任（費用負担含む）において適切に処

分してください。 

２．落札者は、事業用地の周囲にある既存の防犯灯について、大阪府から維持管理

を引き継がなければなりません。開発に伴う防犯灯の移設・新設については、高

槻市並びに地元自治会と協議してください。 

３．参考図①に示す地下埋設管部分（広域水道管、下水道管が埋設されています）

を開発道路や開発公園等として整備し、高槻市に無償で帰属して下さい。また、

開発公園等は事業用地内で 890 ㎡以上確保し、道路等で分断せず、一体として整

備して下さい。 

４．上記の地下埋設管部分の開発道路や開発公園等の整備については、参考図③－

１及び③－２に示す地下埋設管（大阪広域水道企業団及び高槻市水道管、高槻市

下水道管ほか）の維持管理に支障がないように施工するとともに、事前に地下埋

設物の調査及び各管理者と協議を実施してください。 

（問い合わせ先：大阪広域水道企業団 北部水道事業所 維持管理課、高槻市水道部

管路整備課、高槻市建設部下水道室下水業務課） 

５．地下埋設管用地を高槻市に帰属するまでの間、地下埋設管の維持管理について

高槻市および大阪広域水道企業団に協力してください。 

６．参考図①のとおり、661番５の東側の位置指定道路は開発道路として拡幅整備し、

高槻市に無償で帰属してください。なお、事業用地内には参考図②のとおり位置

指定道路が残っていますので、661番５の東側の位置指定道路の帰属完了後、開発

許可申請と同時に位置指定道路の廃止申請の手続を行ってください。なお、廃止

には国土交通省及び大阪府の同意が必要です。申請にあっては、高槻市と十分に

協議しその指導に従ってください。 

（問い合わせ先：国土交通省近畿地方整備局淀川河川事務所沿線整備課、大阪府住

宅まちづくり部住宅経営室施設保全課） 

７．市道津之江町 331号線について、高槻市の指導に従い整備を行ってください。 

８．また、市道津之江町 331 号線および市道津之江町 332 号線については道路明示

を受けていません。道路明示が必要な場合は、落札者において明示を受けてくだ

さい。また、661番 6との境界確定協議書はありません。必要な場合は、落札者に

おいて地権者と協議してください。 

 

 

 

接面道路 

の状況 

【654番１】 

西側：幅員 約 8.16～14.58ｍ（市道津之江町 332号線） 

【661番】 

南側：幅員 約 1.82ｍ（市道津之江町 331号線） 

西側：幅員 約 8.16～14.58ｍ（市道津之江町 332号線） 

【661番５】 

北側：幅員 約 1.82ｍ（市道津之江町 331号線） 

東側：幅員 約 4.0ｍ（位置指定道路） 

南側：幅員 約 8.15ｍ～12.00m（市道如是芝生線） 

西側：幅員 約 8.16～14.58ｍ（市道津之江町 332号線） 

法

令

等

に

基

づ

く

制

限 

都

市

計

画

法 

市街化区域 

用途地域 

第一種低層住居専用地域 

（661番５の東側の一部） 

第一種中高層住居専用地域 

地域地区 

第一種高度地区 

（661番５の東側の一部） 

第２種高度地区 

建ぺい率 
 50％ 

（東側の一部）60％ 
容 積 率 

100 ％ 

（東側の一部）200％ 

そ

の

他

の

法

令

等 

（第一種低層住居専用地域の部分） 

・外壁の後退距離の限度 1.0m 

・絶対高さ 10m 

 

 

 

 

 

 

物  件  明  細 
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道路の負担 

等に関する 

事項 

負担の有無 有 なお、事業用地分筆時の測量成果品がありますので、落札者に貸与します。 

９．市道津之江町 334 号線及び市道如是芝生線の開発に必要な区間について、高槻

市と十分協議を行い、幅員 9.7ｍの拡幅整備を行ってください、また拡幅整備工事

に伴い、大阪ガス株式会社の所有地（661番６）にあるガス供給施設等の移設工事

等が必要になりますので、下記問い合わせ先と十分協議を行い、工事を行ってく

ださい。移設工事内容は参考図④～⑥のとおりです。また、拡幅整備に伴う移設

工事等は落札者の責任（費用負担含む）において行うこととし、拡幅整備工事に

かかわる基本事項について、本売買契約日と同日付けで、大阪ガス株式会社と協

定書（参考資料参照）を締結してください。 

（問い合わせ先：大阪ガス株式会社導管事業部北東導管部計画チーム導管計画グル

ープ） 

10．平面図①に示す事業用地北側の市管理道路（654番１の一部）は堤防へのアプロ

ーチ道路であり、現在、高槻市が管理しています。当道路を開発区域に含め、市

道認定に必要な道路整備工事を行ってください。なお、工事等に伴う掘削や一時

的な閉鎖が必要な場合は、維持管理を行っている高槻市と十分に協議を行ってく

ださい。 

11．654番 1 と 661番との間にある里道（660番 2 及び 661 番 2）について、高槻市

と協議しその指導に従ってください。 

12．開発事業の手続等に関する条例に基づく排水施設について、計画降雨を超える

豪雨時の浸水被害軽減のため、雨水流出量の抑制、地下水かん養及び水循環保全

を目的として、貯留・浸透施設の整備について、高槻市と協議を行ってください。 

（問い合わせ先：高槻市都市創造部下水河川企画課） 

13．売買契約後の締結後に、この物件に隠れたかしが発見されても、その担保責任

は一切負いません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

負担の内容 

別添「土地利用条件（２）」に記載のあ

る、開発道路用地及び開発公園等用地に

ついては、高槻市に無償で帰属させるこ

と。 

供給

処理

施設

の状

況 

 

 

区分 
配管等の状況 照会先及び電話番号 

公営 

水道 

【654番１】 

中央部・東側 有 

【661番】 

無 

【661番５】 

東側・南側 有 

高槻市水道部 

管路整備課 

０７２－６７４－７９４５ 

電気 有 

関西電力(株) 

高槻営業所 

０８００－７７７－８０１８ 

都市ガ

ス 

【654番１】 

西側 有 

【661番】 

西側 有 

【661番５】 

東側・南側・西側 有 

大阪ガス(株) 

大阪導管部 

導管計画グループ 

０６－６５８６－３１９７ 

公共 

下水道 

【654番１】 

西側 有 

【661番】 

無 

【661番５】 

東側・南側・西側 有 

高槻市都市創造部 

下水河川企画課 

０７２－８９２－０１２１ 
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（１）位置図 

津之江町２丁目 

津之江３丁目 

庄所町 

南庄所町 

第三中学校 
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（２）平面総括図 
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（２）平面図① 
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（２）平面図② 
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（２）平面図③ 

第一種中高層住居専用地域 

第一種低層住居専用地域 

※図に示す用途地域界は参考です。 

詳細な用途地域界に関する明示は落札者において受けてください。 
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（３）求積総括図 
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（３）求積図① 
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（３）求積図② 
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（３）求積図③ 
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（４） 参 考 図 ① 

【東側の位置指定道路】 

開発道路として拡幅整備し、高槻市に無

償で帰属すること。帰属完了後、(4)参考

図②に示す位置指定道路と合わせて廃止

の申請を行うこと。 

【地下埋設管部分】 

開発道路や開発公園等として整備し高槻市に

無償で帰属すること。 

N 

市
道
津
之
江
町

33
1号

線
 

【東側の位置指定道路】 

開発道路として拡幅整備し、高槻市に無

償で帰属すること。帰属完了後、参考図

②に示す位置指定道路と合わせて廃止の

申請を行うこと。 
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（４） 参 考 図 ② 
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（４） 参考図③ 総括図 
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（４） 参 考 図 ③－１ 

※こちらの地下埋設管図は参考図となりますので、 

現状と異なる場合があります。 

詳細は各施設管理者にお問い合わせください。 
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（４） 参 考 図 ③－２ 

※こちらの地下埋設管図は参考図となりますので、 

現状と異なる場合があります。 

詳細は各施設管理者にお問い合わせください。 
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（４）参考図④（大阪ガス施設用地交換概要図） 
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（４）参考図⑤（大阪ガス施設用地整備図１） 
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（４）参考図⑥（大阪ガス施設用地整備図２） 
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ガス供給施設（整圧器）用地 

及び北側隣接地の開発に係る基本協定書（案） 
 

 

大阪瓦斯株式会社（以下、甲という）及び落札事業者●●（以下、乙という）は、

ガス供給施設（整圧器）用地及び北側隣接地（以下「対象地」という。）の開発にあた

って、次のとおり基本協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本基本協定は、対象地の開発に伴い拡幅整備が必要となる市道如是芝生線の道 

路整備拡幅工事及びガス供給施設（整圧器）の移設等の付帯工事について、甲乙が相互

に協力することにより、対象地の開発行為及びガス供給施設（整圧器）用地の再整備が

適正かつ円滑に実現されることを目的とする。 

２ 甲、乙は、前項に定める目的の達成に向けて誠意を持ってこれを行うものとする。 

（対象物件） 

第２条 本基本協定の対象物件は、末尾記載の｢基本協定の対象となる物件の表示｣及び別

紙図面のとおりとする。 

第３条 甲は、乙が行なう都市計画法に基づく対象地の開発行為に協力し、開発行為にお

いて行なう道路整備に必要な用地を提供すること。 

２ 甲は、乙が行う都市計画法に基づく開発行為の完了時期が、乙の用地取得日より１年

未満であっても道路整備に必要な用地の高槻市への帰属に同意すること。 

３ 乙は、甲より提供を受けた道路拡幅整備に必要な道路用地と等積の用地を代替地とし

て甲に譲渡すること。代替地の決定に際しては、甲が既に高槻市津之江町三丁目６６１

番６の土地に設置している周辺地域へのガス供給施設（整圧器）の移設等に支障が生じ

ないよう、甲と十分に協議すること。 

（道路等の整備について） 

第４条 乙は、前条第１項により、甲から提供を受けた道路用地の整備を行うこと。 

２ 前項の整備にともなうガス供給施設（整圧器）の移設等については、原則として甲が

行うこととするが、甲乙協議の上で乙が行う場合、甲が指示する仕様により整備を行う

こと。 

（開発行為の進捗状況の情報提供について） 

第５条 乙は、対象地を含む周辺一帯の開発事業を適正かつ円滑に推進するため、事業の

進捗状況について、適宜甲に情報提供すること。 

 

参考資料 
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（費用の負担について） 

第６条 第４条第１項にかかる、整備費用、測量費用については、乙が負担すること。 

２ 前条第２項及び第３項により甲が行なった移設費用については、乙が負担すること。 

３ 代替地の取得にかかる登録免許税、印紙税等については、甲が負担すること。 

（疑義等の決定） 

第７条 この基本協定に定めのない事項又はこの基本協定に疑義が生じたときは、甲乙協

議の上、これを定めることとする。 

 

この基本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名捺印の上、各１通を保

有することとする。 

 

 

 

 

平成  年  月  日 

   

甲  所在地 大阪市中央区平野町四丁目１番２号 

法人名 大阪瓦斯株式会社  

代表取締役    名    ㊞ 

 

乙  所在地 

法人名 

                           ㊞ 

 

 

 

 

基本協定の対象となる物件の表示 

所 在 地 番 地 目 地 積 ㎡ 備 考 

高槻市津之江町三丁目 661番 5 宅地 6,890 38 北側隣接地 

同上 661番 6 宅地 50 00 ガス供給施設（整圧器）用地 

同上 675番 2 田 393 00 道路用地（現市道如是芝生線） 

計 7,333 38  
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-
 

物件番号 事業用地名称 交野梅が枝住宅用地 
交通機関  京阪交野線「交野市駅」下車 北西 約 500 ｍ 

２ 所 在 地 交野市梅が枝443番1及び472番1 

面 積 
登 記 1,779.50㎡ 

実 測 1,779.50㎡ 
地 目 宅地 

【特記事項】 

【土地所有者の内訳】 

大阪府所有地（交野市梅が枝443番1） 

 登記：1774.74㎡ （実測：1774.74㎡） 

大阪府住宅供給公社所有地（交野市梅が枝472番1） 

 登記：4.76㎡   （実測：4.76㎡） 

【留意事項】 

１．工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該活用用地に存するものすべてを

現状有姿で売却しますので、物件の引渡しはあるがままの状態です。 

２．地上又は地中の別に関わりなく、これら工作物等を撤去される場合は落札者の責

任（費用負担含む）において関係法令を遵守のうえ適切に実施してください。なお、

地中には従前住宅の設備配管及び基礎（地中梁）等が残存している可能性がありま

す。残存物があった場合は、事業者の責任（費用負担含む）において適切に処分し

てください。 

３．売買契約の締結後に、この物件に隠れたかしが発見されても、その担保責任は一

切負いません。ただし、落札事業者が消費者契約法（平成12年法律第61号）第2条第

1項に規定する消費者である場合にあっては、この限りでない。 

４．落札者は府有地内にある既存の防犯灯について、大阪府から維持管理を引き継が

なければなりません。開発に伴う防犯灯の移設・新設については、交野市並びに地

元自治会と協議してください。 

５．本事業用地は、平成28年3月30日まで株式会社万代へ駐車場用地として行政財産の

使用許可を行なっています。よって、土地の引渡しは平成28年3月31日となりますの

で留意してください。なお、株式会社万代より使用許可期限前の返却（引渡し）が

あった際は、返却日の翌日以降引渡しが可能です。 

６．事業用地内には旧府営住宅で使用していた下水管が残っています。今後使用出来

ませんので、市道私部西線に埋設されている汚水本管までの間の全ての管を落札者

の責任（費用負担含む）において撤去してください（参考図①参照）。また、隣接す

る441番3の用地内に埋設管の一部が越境していますので、撤去の際は隣接地権者へ

十分説明のうえ施工を行ってください。 

接面道路 

の状況 
西側：幅員 約 15.8～16.9ｍ （市道私部西線） 

法

令

等

に

基

づ

く

制

限 

都市計画法 

市街化区域 

用途地域 
第一種中高層住居専用地域 

第二種中高層住居専用地域 

地域地区 第二種高度地区 

建ぺい率  ６０％ 容 積 率   ２００％ 

その他の法

令等 

 

私道の負担等に

関する事項 

負担の有無 無 

負担の内容 ― 

供

給

処

理

施

設

の

状

況 

区  分 
配管等の状

況 
照 会 先 及 び 電 話 番 号  

公営水道 有 
交野市水道局工務課 

072-891-0016 

電  気 有 
関西電力(株)枚方営業所 

(0800)-777-8017 

都市ガス 有 

大阪ガス(株)導管事業部 

マップメンテセンター 

06-6202-2141 

公共下水道 有 
交野市都市整備部下水道課 

072-892-0121 

物 件 明 細 



 

 

 
- 
4
5
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【特記事項】 

７．新設汚水管の市道私部西線に埋設されている汚水本管への接続につ

いては、水路（ボックスカルバート）の下を横断してください。 そ

の際、下水道施設の整備（ポンプによる圧送）が必要となる場合があ

りますので、土地利用の具体な計画をもって交野市と協議のうえ、落

札者において接続に必要な下水道施設を整備してください。 

戸建住宅を建設する場合は、ポンプ施設等は落札者にて整備し、電

気・水道・NTTについての初期費用についても落札者にて整備してく

ださい。また、ポンプ等施設は道路敷き以外の所に設置し、その土地

については交野市都市整備部下水道課に帰属してください。 

 共同住宅及び小売店舗を建設する場合は、ポンプ施設等は落札者にて

整備し、電気・水道・NTTについての初期費用についても落札者にて

整備してください。また、維持管理についても落札者側において行っ

てください。 

 詳細については、交野市都市整備部下水道課と協議してください。 

８．事業用地と市道私部西線との境界について、道路境界明示線と現地

道路構造物に差異（市道と平行に2～3㎝程度）がありますので、道路

構造物に合わせて分筆を行い、交野市へ無償譲与してください。詳細

については交野市都市整備部土木建設課と協議してください。 

９．敷地内に関西電力株式会社の電柱が残置されています。その取扱い

については、関西電力株式会社と協議してください。 

  連絡先：(0800)-777-8017関西電力(株)枚方営業所 

10．物件の東側隣接地は京阪電気鉄道株式会社の軌道敷きです。工事等

を行う際は、事前に京阪電気鉄道株式会社と協議してください。（問

い合わせ先：京阪電気鉄道株式会社工務部管理課） 

11．開発許可申請等を行う際には大阪府及び交野市と十分協議してくだ

さい。 

12．落札事業者は、本物件の所有権移転登記に要する登録免許税及び大

阪府住宅供給公社が指定する司法書士に対する報酬等の登記に要す

る諸費用を負担すること。 
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物   件   明   細 

物件番号 事業用地名称 守口錦通住宅南東側用地 
交通機関 

大阪市営地下鉄長堀鶴見緑地線「鶴見緑地駅」 

北へ約１.４ｋｍ ３ 所 在 地 守口市寺方錦通四丁目２０番５ 

面 積 
登 記 ７３０.５７㎡ 

実 測 ７３０.５７㎡ 
地 目 宅地 

【留意事項】 

１．一定規模以上の建築物の建設計画に対して、建築確認等法令手続きに入る前に、事前

協議が必要になりますので、守口市と協議してください。 

  【問い合わせ先：守口市都市整備部建築指導課 ℡06-6992-1221(代表)】 

２．工作物や設備配管などの地下埋設物、その他当該物件に存するものすべてを現状有姿

で売却しますので、物件の引渡しはあるがままの状態です。 

３．当物地は過去、府営住宅専用の汚水処理施設が稼動していたが廃止した経過があり、

地上面から－１ｍ程度より深い地中には、元汚水処理槽構造物(鉄筋コンクリート造、

埋め戻し済み）が残存しているため、これを撤去した上で宅地開発を行ってください。

形状等については(2)平面図、(7)元汚水処理槽構造物平面図(参考図)、(8)元汚水処理

槽構造物断面図(参考図)、(9)元汚水処理槽構造物杭伏図(参考図)を参照してください。 

４．管理棟(鉄筋コンクリート造平家建)は建物の安全性が確認されていないため撤去して

ください。なお機械室の天井にはアスベスト(クリソタイル)を含有した吹付け材(約25

㎡)が、管理操作室便所の天井にはアスベスト(クリソタイル)を含有した成型板(約1.2

㎡)が残存しています。 

５．当該地内に電気配管が残存しています。(配線撤去済み、(2)平面図参照ください。) 

６. 添付している既存構造物の図面はすべて参考図です。現状と異なる場合があります。 

７．その他、地中には基礎や配管等が残存している可能性があります。 

８．地上又は地中の別に関わりなく、これら構造物等の撤去は落札者の責任（費用負担含

む）において関連法規を遵守のうえ適切に処分してください。 

９．売買契約の締結後に、この物件に隠れたかし
・ ・

が発見されても、その担保責任は一切負

いません。 

10. 用途は戸建住宅(ただし、建築基準法上第一種低層住居専用地域内に建築することが

できる用途の兼用住宅は可能とする。)とし、敷地面積は７０㎡以上としてください。 

11．敷地境界線から建築物の外壁面は有効５０ｃｍ以上確保してください。 

12．当該地と府営住宅用地の境界については境界上にフェンス等を設置し、人が出入りで

きない形状としてください。 

13．当該地と府営住宅用地との敷地境界付近に擁壁を設ける場合、擁壁際に側溝を設ける

など、府営住宅側からの雨水排水処理対策は落札者の負担において整備してください。 

14．都市計画法、建築基準法等の各種関連法規をはじめ、守口市の各種要領等を遵守する

とともに、関係者と十分協議のうえ土地利用を行ってください。 

接面道路 

の状況 

東側：幅員 約 ７.６ｍ（市道北寺方 42号線） 

南側：幅員 約１０.５ｍ（市道北寺方 29号線） 

法
令
等
に
基
づ
く
制
限 

都
市
計
画
法 

市街化区域 

用途地域  準工業地域 

地域地区 特別業務地区（第一種）/準防火地域 

建ぺい率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

その他の法令等  

私道の 

負担等

に 

関する 

事項 

負担の有無 無 

負担の内容 ― 

供給処

理施設

の状況 

 

 

区分 配管等

の状況 
照 会 先 及 び 電 話 番 号 

公営水道 有 
守口市水道局お客様センター 

０６－６９９１－６７７１ 

電  気 有 
関西電力(株)守口営業所 

０８００－７７７－８０１６ 

都市ガス 有 
大阪ガス(株) 

マップメンテセンター 

０６－６２０２－２１４１ 

公共下水道 有 
守口市下水道部下水道管理課 

０６－６９９２－１７５１ 
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（１）位置図 

物件位置 

京阪守口市駅 

地下鉄谷町線守口駅 

地下鉄長堀鶴見緑地線 

鶴見緑地駅 
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（２）平面図 

管理棟 

ポンプ室 

電気室 

 

守口市寺方錦通 

四丁目20-5 

730.57㎡ 

４棟 

５棟 

(鉄筋コンクリート造平家建) 

地中に残存する元汚水処理槽構造物の範囲 

地中に残存する電気配管（SGPφ100 1孔、深さGL－0.45ｍ～0.75ｍ） 

市
道
北
寺
方

4
2号

線
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（３）丈量図 

拡大図Ａ 拡大図Ｂ 

拡大図Ｃ 

拡大図Ａ 

拡大図Ｂ 

拡大図Ｃ 

D2415 
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（４）丈量図(求積表) 



 

- 56 - 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

管理棟 平面図 

管理・操作室 

機 械 室 

4,500 

1
0
,
7
0
0
 

（５）管理棟平面図（参考図） 

機械室 

管理操作室 

便所の天井にはア

スベスト(クリソタ

イル)を含有した成

型板(約1.2㎡)が残

存しています。 

便所 

機械室の天井にはアスベスト(クリソタイル)を含有した吹

付け材(約25㎡)が残存しています。 構造：鉄筋コンクリート造 

※現状と異なる場合があります。 
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（６）管理棟 立面図・断面図 (参考図) 

立面図 

断面図 

10,700 

4
,
0
0
0
 

4,500 

※現状と異なる場合があります。 

管理操作室 機械室 管理操作室 
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Ａ 

（７）元汚水処理槽構造物平面図（参考図） 
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構造：鉄筋コンクリート造 ※現状と異なる場合があります。 
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（８）元汚水処理槽構造物断面図(参考図) 
Ｇ
Ｌ
か
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1
.
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m
ま
で
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済
み
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※現状と異なる場合があります。 
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杭仕様 

ＰＣ杭 φ300 

杭長 24ｍ(8ｍ×3本継) 

（９）元汚水処理槽構造物杭伏図（参考図） 

※現状と異なる場合があります。 


